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○米沢市景観条例

平成２２年３月３１日

条例第１号

目次

第１章 総則（第１条－第６条）

第２章 景観計画及びこれに基づく措置

第１節 景観計画の策定等（第７条－第１０条）

第２節 行為の規制等（第１１条－第１６条）

第３節 景観重要建造物等（第１７条）

第３章 雑則（第１８条・第１９条）

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、景観法（平成１６年法律第１１０号）の規定に基づく景観

計画の策定等について必要な事項を定めることにより、豊かさとやすらぎを

感じ、市民が誇りと愛着を持てる景観を形成し、もって市民生活の向上に資

することを目的とする。

（基本理念）

第２条 市民、事業者及び市は、本市が有する歴史的景観、文化的景観及び自然

景観は、地域の特性であること及び次世代へ受け継ぐ財産であることを認識

し、かつ、協働を推進することでこれらを整備し、及び保全するよう努めな

ければならない。

（市民の責務）

第３条 市民は、良好な景観を形成する主体であることを認識し、積極的、自発

的に良好な景観を形成するよう努めなければならない。

２ 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策の推進に協力しなけれ

ばならない。

（事業者の責務）

第４条 事業者は、自らの事業活動が周囲の景観に大きな影響を与えることを認

識し、良好な景観を形成するよう努めなければならない。

２ 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策の推進に協力しなけ

ればならない。

（市の責務）
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第５条 市は、第２条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなけ

ればならない。

２ 市は、良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施については、市民及び

事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

（定義）

第６条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

(1) 協働 米沢市協働推進条例（平成２１年米沢市条例第１号）第２条第１

号に規定する協働をいう。

(2) 米沢市景観形成委員会 米沢市景観形成委員会設置条例（平成１５年米

沢市条例第３号）第１条に規定する米沢市景観形成委員会をいう。

(3) 市民 本市に居住する者、町内会（本市の区域内において地縁により形

成された団体をいう。）、市民団体（本市の区域内において営利を目的とし

ない活動を行う団体をいう。）をいう。

(4) 事業者 本市の区域内で事業を営む者をいう。

(5) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、

建築物及び屋外広告物以外のもので、次に掲げるものをいう。

ア 擁壁類、塀類その他これらに類するもの

イ 煙突、広告塔、高架水槽その他これらに類するもの

ウ 製造施設、貯蔵施設、遊技施設、自動車車庫、汚物処理施設、ごみ焼却

施設等の施設

エ 電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類するもの

オ その他市長が指定するもの

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、景観法におい

て使用する用語の例による。

第２章 景観計画及びこれに基づく措置

第１節 景観計画の策定等

（景観計画）

第７条 市長は、基本理念にのっとり、良好な景観を形成するため、景観法第８

条第１項の規定により景観計画を定めるものとする。

２ 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、米沢市景観形成委
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員会の意見を聴かなければならない。

３ 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

（地域の区分）

第８条 市長は、景観計画において、地域の特性を活かした景観を形成するため、

次の各号に掲げる地域を定めることができる。

(1) 自然景観保全地域 自然景観を保全する地域

(2) 景観形成地域 計画的に土地利用が進められている地域で、主に住宅地

における景観形成を図る地域

２ 市長は、前項各号の地域を定めようとするときは、あらかじめ、米沢市景観

形成委員会の意見を聴かなければならない。

３ 前項の規定は、第１項各号の地域を変更し、又は廃止する場合について準用

する。

（景観形成重点地区の指定）

第９条 市長は、積極的に良好な景観を形成する必要があると認める区域を、景

観形成重点地区として指定することができる。

２ 市長は、景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、米沢市

景観形成委員会の意見を聴かなければならない。

３ 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、その旨を告示するものとする。

４ 前２項の規定は、景観形成重点地区を変更し、又は廃止する場合について準

用する。

（景観計画への適合）

第１０条 景観計画区域内において、景観法第１６条第１項各号に掲げる行為を

行おうとする者は、周辺の環境に十分配慮するとともに、当該行為を景観計

画に適合させるよう努めなければならない。ただし、市長が公益上必要なも

ので、用途上又は構造上やむを得ないと認めるものについては、この限りで

はない。

第２節 行為の規制等

（追加行為）

第１１条 景観法第１６条第１項第４号の条例で定める行為（以下「追加行為」

という。）は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更（景観

法第１６条第１項第３号に掲げるものを除く。）
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(2) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同

じ。）、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第

４８号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）その他の物

件の堆積

（届出事項等）

第１２条 追加行為に係る景観法第１６条第１項の規定による届出は、同項に規

定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければ

ならない。

２ 追加行為に係る景観法第１６条第１項の規定に基づき条例で定める事項は、

行為をしようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地）並びに行為の完了予定日とする。

３ 追加行為に係る景観法第１６条第２項の条例で定める事項は、設計又は施行

方法のうち、その変更により当該追加行為が同条第７項各号に掲げる行為に

該当することとなるもの以外のものとする。

（適用除外行為の追加）

第１３条 景観法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為（以下「適用除外

行為」という。）は、次に掲げる行為とする。

(1) 別表適用が除外される行為の種類の欄に定める区分に応じ、それぞれ同

表自然景観保全地域の欄又は景観形成地域の欄に定めるもの

(2) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積の期

間が３０日を超えて継続しないもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

（特定届出対象行為）

第１４条 景観法第１７条第１項の条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げ

る行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修

繕若しくは模様替え又は色彩の変更
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（勧告の手続）

第１５条 市長は、景観法第１６条第３項の規定により勧告をしようとするとき

は、あらかじめ、米沢市景観形成委員会の意見を聴かなければならない。

２ 市長は、景観法第１６条第３項の規定により勧告を受けた者が正当な理由な

く当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

３ 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧

告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

（変更命令等の手続）

第１６条 市長は、景観法第１７条第１項又は第５項の規定により必要な措置を

とることを命じようとするときは、あらかじめ、米沢市景観形成委員会の意

見を聴かなければならない。

２ 市長は、景観計画区域内において景観法第１６条第１項各号に掲げる行為

（同項の規定による届出を要する行為を除く。）をしようとする者又はした者

に対し、当該行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合し

ないと認めるときは、その必要な限度において、当該制限に適合させるため

に必要な措置をとるよう要請することができる。

第３節 景観重要建造物等

（景観重要建造物及び景観重要樹木）

第１７条 市長は、景観法第１９条第１項の規定により景観重要建造物又は同法

第２８条第１項の規定により景観重要樹木（以下これらを「景観重要建造物

等」という。）の指定をしようとするときは、あらかじめ、米沢市景観形成委

員会の意見を聴かなければならない。

２ 市長は、前項の規定により景観重要建造物等を指定したときは、その旨を告

示しなければならない。

３ 前２項の規定は、景観法第２７条第１項又は第３５条第１項の規定による景

観重要建造物等の指定の解除について準用する。

第３章 雑則

（条例の改正）

第１８条 市長は、この条例を改正しようとするときは、米沢市景観形成委員会

に意見を聴くものとする。

（委任）

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

（米沢市景観計画の発効までの経過措置）

２ この条例の施行の日から平成２２年８月３１日までの間（以下「移行期間」

という。）は、山形県景観条例（平成１９年山形県条例第６９号）の規定によ

り山形県が定めた景観計画のうち本市に係る部分については、当該部分を本

市の景観計画とみなす。

（移行期間における適用除外行為の追加の特例）

３ 移行期間の間は、第１３条を次のとおり読み替えるものとする。

（適用除外行為の追加）

第１３条 景観法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為（以下「適用

除外行為」という。）は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積の

期間が３０日を超えて継続しないもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為、規模

ア 建築物の新築、増築、改築又は移転 高さ１３メートル以下かつ建

築面積１，０００平方メートル以下のもの

イ 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩

の変更 当該修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る面積が

４００平方メートル以下のもの

ウ 煙突、広告塔、高架水槽等に類する工作物の新設、増築、改築、若

しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色

彩の変更 当該建築物に係る工作物の高さが１３メートル以下である

もの

エ 電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類する工作物の

新設、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更 当該建設等に係る工作物の高さが

２０メートル以下であるもの

オ ウ及びエに該当しない工作物の新設、増築、改築、若しくは移転、



- 7 -

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 当

該建設等に係る工作物の高さが１３メートル以下で、かつ、築造面積

が１，０００平方メートル以下であるもの

カ 法第１６条第１項第３号及び第１１条第１項に掲げる行為 当該行

為に係る面積が３，０００平方メートル以下であって、当該行為によ

り生じる法面又は擁壁の高さが５メートル以下で、かつ、長さが３０

メートル以下であるもの

キ 第１１条第２項に掲げる行為 当該行為に係る物件の高さが５メー

トル以下で、かつ、その用に供される土地の面積が１，０００平方

メートル以下であるもの

（景観重要樹木の指定の特例）

４ 山形県景観条例第２２条の規定により山形県が指定した景観重要樹木のうち、

次の表に掲げる樹木は、第１７条第１項の規定は、適用しない。

山形県が指定した景観重要樹木の名称 所在地

万歳の松（赤松） 万世町桑山２００番１

別表（第１３条関係）

適用が除外される行為の

種類
自然景観保全地域 景観形成地域

建築物の新築、増築、改

築、移転

高さ１３メートル以下かつ

建築面積１， ０００平 方

メートル以下のもの

高さ１０メートル以下かつ

建築面積５００平方メート

ル以下のもの

建築物の外観を変更する

こととなる修繕若しくは

模様替え又は色彩の変更

上段の規模以下の建築物か

つ変更面積が見付面積の２

分の１以下のもの

上段の規模以下の建築物か

つ変更面積が見付面積の２

分の１以下のもの

工作物（ただし 、擁壁

類、塀類、電気供給又は

電気通信のための工作物

は除く。）の新設、増築、

改築又は移転

高さ１３メートル以下かつ

築造面積１， ０００平 方

メートル以下のもの

高さ１３メートル以下かつ

築造面積１， ０００平 方

メートル以下のもの
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工作物（ただし 、擁壁

類、塀類、電気供給又は

電気通信のための工作物

は除く。）の外観を変更す

ることとなる修繕若しく

は模様替え又は色彩の変

更

上段の規模以下の工作物か

つ変更面積が２分の１以下

のもの

上段の規模以下の工作物か

つ変更面積が２分の１以下

のもの

擁壁類の新設、増築、改

築又は移転

高さ５メートル以下かつ長

さ３０メートル以下のもの

高さ５メートル以下かつ長

さ３０メートル以下のもの

擁壁類の外観を変更する

こととなる修繕若しくは

模様替え又は色彩の変更

上段の規模以下の擁壁類か

つ変更面積が２分の１以下

のもの

上段の規模以下の擁壁類か

つ変更面積が２分の１以下

のもの

塀類の新設、増築、改築

又は移転

全ての規模 高さ１．８メートル以下か

つ長さ１０メートル以下の

もの

塀類の外観を変更するこ

ととなる修繕若しくは模

様替え又は色彩の変更

全ての規模 上段の規模以下の擁壁類か

つ変更面積が２分の１以下

のもの

電気供給又は電気通信の

ための工作物の新築、増

築、改築又は移転

高さ２０メートル以下のも

の

高さ２０メートル以下のも

の

電気供給又は電気通信の

ための工作物の外観を変

更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩

の変更

上段の規模以下の電気供給

又は電気通信のための工作

物かつ変更面積が２分の１

以下のもの

上段の規模以下の電気供給

又は電気通信のための工作

物かつ変更面積が２分の１

以下のもの

開発行為 面積３，０００平方メート

ル以下のもの

面積１，０００平方メート

ル以下のもの

土地の開墾、土 石の採

取、鉱物の掘採その他土

地の形質の変更

面積３，０００平方メート

ル以下のもの

面積１，０００平方メート

ル以下のもの
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屋外における土石、廃棄

物、再生資源その他の物

件の堆積

高さ５メートル以下かつ面

積１，０００平方メートル

以下のもの

高さ２．５メートル以下か

つ面積５００平方メートル

以下のもの


